
平成1５年度毎月勤労統計調査特別調査

～ みなさまの御理解と御協力をお願いします ～

調査の目的

毎月勤労統計調査特別調査は、常用労働者１～４人を雇用する事業所を対象として年１

回実施する調査で、労働者の賃金・労働時間・雇用実態を明らかにすることを目的として

います。

※ 毎月勤労統計調査には、この他に、常用労働者５人以上の事業所を対象とし

て毎月実施している調査もあります。

調査対象及び実施日

厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所のうち、平成１５年７月３１日(給与締

切日の定めがある場合は平成１５年７月の最終給与締切日)現在、常用労働者が１～４人

の事業所(農林漁業及び一部公務を除く)の原則として７月分の状況について、８月１日か

ら９月１０日までの間に調査を実施します。

ｏ 平成１５年度の福岡県内の指定地域数…６７地域

調査の方法

福岡県が任命した統計調査員が、対象地域の事業所を訪問し調査を実施します。

調査の内容(項目)

調査対象事業所の名称、事業内容、常用労働者の状況（人数、性別、通勤・住込の別、

家族労働者であるかどうかの別、年齢 、勤続年数、出勤日数、１日の実労働時間数、き）

まって支給する現金給与額、特別に支払われた年間現金給与額、企業の全常用労働者数に

ついて調査します。

結果の公表

、 、 、今回の調査結果は 厚生労働省から 主要なものは平成１５年１２月までに速報として

また詳細事項は平成１６年３月までに報告書として公表されます。



結果の利用

毎月勤労統計調査の結果は、労働や経済に関わる国や県の政策決定時の必要不可欠な指

針として利用されているほか、景気動向把握・国民所得推計の基礎資料、雇用保険法に基

づく基本手当日額や労働基準法に基づく休業補償額改訂時の法定基礎資料等として幅広く

利用されています。

問い合わせ先

福岡県企画振興部調査統計課生活統計第二係

ＴＥＬ ０９２－６４３－３１８７

ＦＡＸ ０９２－６４３－３１９２


